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1  ○   従前の規約第２条第１項に「香り及び味を付与する目的で、乳に由来しな

い風味物質を添加できるものとする。」とあり今回の規約改定では「乳に由

来しない」が削除されているのは、なぜですか。 

2 2  ○   規約第２条第１項の「香り及び味を付与する目的の風味物質」とはど

のようなものですか。 

3 3  ○   規約第２条第１項に「香り及び味を付与する目的で、風味物質を添加

できる」とありますが、その目的の為に添加する場合は添加量に基準

がありますか。 

4 4  ○   規約第２条第２項のプロセスチーズ及び第３項のチーズフードは｢食

品衛生法で認められている添加物が添加できる｣とありますが、ナチ

ュラルチーズに食品添加物を添加できますか。 
5 5  ○   ナチュラルチーズに植物油脂を練りこんで添加できますか。 

6 6  ○   ナチュラルチーズに砂糖を添加することができますか。 

7 7   ○ ○ プロセスチーズ及びチーズフードに添加が認められている栄養成分、

機能性、物性を付与する目的の食品とはどのようなものですか。 

8 8   ○  プロセスチーズに脱脂粉乳、全粉乳、乳糖、ミルクカゼイン、ホエイ

を添加することができますか。 

9 9   ○  プロセスチーズに乳に由来しない脂肪、たんぱく質、及び炭水化物を

添加することができますか。 

10 10   ○  プロセスチーズの原材料にプロセスチーズを使用できますか。 
11 11   ○  プロセスチーズへの使用が認められている「香り、味、栄養成分機能

性及び物性を付与する目的の食品の添加量は製品の固形分重量の１

／６以内とする。ただし、前号以外の乳等の添加量は製品中の乳糖含

量が５％を越えない範囲とする。」とありますが、乳成分を加える場

合、製品固形分の１／６ 以内でかつ乳糖含量５％以内の意味ですか。

それとも乳成分の場合は製品固形分中の重量に関する規制はなく乳

糖含量５％以内であればいいのですか。 

12 12   ○  プロセスチーズでは、乳固形４０％以上という規格があるが、乳成分

を添加した場合、添加した乳たんぱく質や乳脂肪はプロセスチーズ規

格における乳固形の一部となりますか。 
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13    ○ チーズフードにおいてバター、バターオイル、クリーム、ミルクカゼ

イン、ホエイたんぱく質、ホエイパウダー、脱脂粉乳、全脂粉乳の添

加は認められますか。 

14 14    ○ チーズフードの無脂乳固形分には乳に由来する炭水化物と灰分は含

まれますか。 

 
15 15    ○ チーズフードの「無脂乳固形分」には乳に由来するカゼインや乳糖は

含まれますか。 

16 16   ○ ○ 乳化の定義、基準はあるのですか。 
17 17   ○  チーズフードは「製品中のチーズ分の重量が５１％以上」とあります

が、プロセスチーズのチーズ分は規定がありますか。 
18 18  ○   チーズ製造の際の凝乳酵素のレンネットには「動物由来レンネット」

「微生物レンネット」「遺伝子組み換えレンネット」などがあります

が、「遺伝子組み換えレンネット」は日本で使用できますか。 

19 19  ○   「ナチュラルチーズにおけるリステリア・モノサイトゲネス(略称、

ＬＭ)に係る成分規格の設定に伴う対応フロー」について説明してく

ださい。 

20  
 
 
 

表 

 

 

示 

 
 
 
 

1 ○    食品表示基準Ｑ＆Ａに「製造者」「加工者」の考え方が作られました

が、チーズの場合はどのようになりますか。 
21 2 ○    どのようなチーズに原産国名の表示が必要ですか。 

22 3 ○    販売者を表示すれば製造者＊表示は必要ないですか。 

23 4 ○    「製造者＊」「販売者」表示併記の場合、「製造者＊」「販売者」の順

に表示するのですか。また「製造者＊」「販売者」ともに枠内に表示

するのですか。 

24 5 
 

○    一括表示例について、「製造者と製造所が同じ場合」「製造者と製造所

が異なる場合」「販売者を枠外表示の場合」の表示を教えてください。 

25 6 ○    製造者と製造所の違いはなんですか。 
26 7 ○    施行規則第１１条備考２に「種類別○○」または「名称○○」は１４

ポイント以上の肉太の活字となっていますが「種類別」や「名称」の

文字も１４ポイント以上ですか。 

27 8    ○ チーズフードはなぜ「名称」と表示するのですか。 

28 9  ○   ナチュラルチーズの原材料名に乳酸菌スターターの表示は必要です

か。 
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10  ○   「生乳」の他にナチュラルチーズの定義では乳等(乳・乳製品・乳主

原)が使用できますが、乳製品を使用して作ったナチュラルチーズの

原材料表示はどのようになりますか。 
30 11 ○    チーズ公正取引協議会では、シュレッドチーズ、ダイスチーズ及びク

ラッシュチーズの製品は、どのような物を想定していますか。 
31 12 ○    原産国名の表示方法にルールはありますか。例えば、アメリカの表示

は「アメリカ合衆国」、「アメリカ」、などありますが、どのような表

示になりますか。また、「オセアニア産」、「欧州産」などの表示でも

良いですか。 
32 13 ○    原産国名を漢字で表示しても良いですか。例えば、アメリカを「米国」、

オーストラリアを「豪州」、イギリスを「英国」の表示でも良いです

か。 

33 14 ○    原産国名表示の一括表示例を教えてください。 
34 15 ○    加工者表示の一括表示例を教えてください。 

35 16 ○    原産国名の表示は、一括表示枠内ですか。また、一括表示枠外でも良

いですか。その際、一括表示内に表示場所明示の必要ありますか。 
36 17 ○    業務用の商品もパッケージに原産国名表示が必要ですか。 

37 18  ○   ナチュラルチーズが流通過程で水分蒸発し、表示内容量より減少する商

品の内容量表示は「１個」または「１片」でも良いですか。 

38 19  ○   ナチュラルチーズから製造又は加工した種類別ナチュラルチーズの

原材料表示は生乳、食塩とするのか、ナチュラルチーズとするのかど

ちらですか。 

39 20 ○    固結防止に使用するセルロースは表示する必要がありますか。 

40 21 ○    チェダー、ゴーダ、パルメザン、クリーム、カマンベール、ブルーチ

ーズ等特定の名称を呼称する際の国内法規上の規定はありますか。原

産国の呼称であればそのまま使用できますか。 

41 22 ○    規約第４条の「チェダー」「ゴーダ」「エメンタール」その他これらに

類する名称を表示する場合に「ブルー」「カマンベール」が追加され

たのはなぜですか。 
42 23 ○    「香味の著しく強いチーズ」の定義は何ですか。例えばエメンタール

はゴーダやチェダーと同様に扱われているが、エメンタールは香味が

強くないとは必ずしもいえないのではないですか。 

43 24 ○    ブルーやカマンベール等の「香味の著しく強いチーズ」の含有率表示
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を義務付けたのはなぜですか。 
44 25 ○    「香味の著しく強いチーズ」としてたとえば、カマンベールチーズを

僅かに配合（チーズ分の０.１％）したプロセスチーズやチーズフー

ドの商品名に「カマンベールチーズイン」（カマンベール０.１％）と

表示してもいいですか。 
45 26 ○    施行規則第１３条第２項に、ブルーチーズ、カマンベールチーズその

他の香味の著しく強いチーズが含まれている旨を商品名に表示する

場合は、「〇〇チーズ入り」、「〇〇チーズイン」、「〇〇チーズブレン

ド」としなければならないとありますが、施行規則第１３条第１項

（３）の名称を表示する場合の規定を満たしていても「〇〇チーズ入

り」、「〇〇チーズイン」、「〇〇チーズブレンド」の商品名にしなけれ

ばなりませんか。 
46 27 ○    当該チーズの割合の表示で「見やすい場所」とはどこをさすのですか。 

47 28  ○   ナチュラルチーズにキシロースを添加した場合、種類別はどのように

なりますか。 
48 29 ○    国名・原産地・チーズ名称・香味の著しく強いチーズを含む場合のチ

ーズ使用割合の表示について、数値は「○○％以上」というような表

示にするのですか。 
49 30    ○ チーズフードの無脂乳固形分、乳脂肪分、乳以外の脂肪分、乳たんぽ

く質以外のたんぱく質、乳糖以外の炭水化物を表示する時、根拠は保

証値ですか、設計値ですか。 

50 31    ○ チーズフードに添加したナッツ、フルーツ等の原材料に含まれる乳に

由来しない脂肪、たんぱく質、炭水化物はチーズフードとして表示す

べき成分に含まれますか。 
51 32   ○  北海道産ナチュラルチーズを使用し、東京でプロセスチーズを製造し

た場合、「東京産チーズ」と表示できますか。 

52 33  ○ ○  ナチュラルチーズやプロセスチーズをオイル漬け、アルコール漬け、

味噌漬け、ブドウの搾りかす等でチーズの表面を浸したものもナチュ

ラルチーズやプロセスチーズの表示ですか。 

53 34  ○   ナチュラルチーズの製造時に使用される「レンネット」は表示しなく

てもいいのですか。 

54 35  ○ ○  一括表示の種類別に「プロセスチーズおよびナチュラルチーズ」と表

記のルールはありますか。 
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36 ○ チーズにおいて「フレッシュ」という文言をパッケージ等に表示して

も良いですか。

56 37 ○ ナチュラルチーズに「生」と表示しても良いですか。

57 38 ○ チーズ公正競争規約及び施行規則の附則 に「この規約の施行の日か

ら令和 年 月 日までに製造され又は加工されるナチュラルチー

ズ、プロセスチーズ及びチーズフードについては、なお従前の例によ

ることができる。」と表示の経過措置について定められていますが、

業務用商品も同じですか。

58 39 ○    「包装後加熱」等の表示の経過措置が１年６ケ月となっていますが、

施行日からですか。

59 40  ○   ＬＭ規格基準において、加熱して召し上がる製品について『要加熱』

等の表示を「種類別○○」の次に表示するのはなぜですか。

60 41  ○   『要加熱』等の表示を「種類別○○」の次に表示するのは、いつまで

に表示変更しなければなりませんか。

61 42  ○   『要加熱』等の表示を「種類別○○」の次に表示する場所は、一括表

示欄ですか。一括表示の欄外でも良いですか。 

62 43 ○    「プラントベース食品」の商品に、『〇〇チーズ』と表示しても良いですか。 

63  

そ 

 

の 

 

他 

1 ○    イタリアのＤＯＰやフランスのＡＯＣなどの原産地呼称制度等について守ら

なければなりませんか。 

64 2 ○    パルメザンとはどのような製品を言うのですか。パルミジャーノ・レッジャー

ノと同じものですか。 

65 3   ○  プロセスチーズに使われている「乳化剤」は、人の健康を阻害するもので

はないのですか。 

66 4 ○    検査規則を今回改定した理由はなぜですか。また、改定の概要を教えてく 

ださい。 
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1 定義 

1 
従前の規約第２条第１項に「香り及び味を

付与する目的で、乳に由来しない風味物質

を添加できるものとする。」とあり今回の規

約改定では「乳に由来しない」が削除され

ているのは、なぜですか。 

従前の規約で「乳に由来しない風味物

質を添加することができる」とあるのは、

乳に由来する風味物質は添加できない

のではとの誤認あることから「乳に由来

しない」を削除しました。 

2 定義 

2 
規約第２条第１項の「香り及び味を付与

する目的の風味物質」とはどのようなも

のですか。 

 

食品で、例えばナッツ、果肉、野菜、

ハーブ類、香辛料、バターオイルなど

です。 

3 定義 

3 
規約第２条第１項に「香り及び味を付与

する目的で、風味物質を添加できる」と

ありますが、その目的の為に添加する場

合は添加量に基準がありますか。 

基準はありませんが、プロセスチーズ

やチーズフードと同様、製品固形分重

量の１／６ 以内が望ましいと考えま

す。 

 

4 定義 
4 

規約第２条第２項のプロセスチーズ及び

第３項のチーズフードは｢食品衛生法で

認められている添加物が添加できる｣と

ありますが、ナチュラルチーズに食品添

加物を添加できますか。 

規約定義の第２条第１項に「ナチュラ

ルチーズとは、食品衛生法の規定に基

づく・・」とあることから食品衛生法

で認められている食品添加物は、添加

できます。 

 

5 定義 
5 

ナチュラルチーズに植物油脂を練りこん

で添加できますか。 

従来通り添加できません。 

6 定義 

6 
ナチュラルチーズに砂糖を添加すること

ができますか。 

風味物質として添加することができ

ます。 

7 定義 
7 

プロセスチーズ及びチーズフードに添加

が認められている栄養成分、機能性、物

性を付与する目的の食品とはどのような

ものですか。 

栄養成分にはカルシウム、食物繊維等

を含む食品、機能性には整腸作用、消

化吸収促進作用等をもつ食品、物性に

は硬さ等の食感を付与する食品です。

なお、最終製品に効果・効能を謳う場

合は医薬品医療機器等法を踏まえて

の対応となります。 
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8 定義 

8 
プロセスチーズに脱脂粉乳、全粉乳、乳

糖、ミルクカゼイン、ホエイを添加する

ことができますか。 

規約第２条第２項第３号にあるとお

り、香り、味、栄養成分、機能性、物

性を付与する目的に限り添加できま

す。但し、増量目的での添加はできま

せん。 

 

9 定義 
9 

プロセスチーズに乳に由来しない脂肪、

たんぱく質、及び炭水化物を添加するこ

とができますか。 

基本的には添加できません。ただし、

ナッツ、果実、大豆、など食品をその

まま添加する場合や加工精製された

ＤＨＡ、コラーゲン、食物繊維等香り、

味、栄養成分、機能性及び物性を付与

するものは添加できます。 

 

10 定義 
10 

プロセスチーズの原材料にプロセスチー

ズを使用できますか。 

 

使用できます。 

11 定義 

11 
プロセスチーズへの使用が認められてい

る「香り、味、栄養成分機能性及び物性

を付与する目的の食品の添加量は製品の

固形分重量の１／６以内とする。ただし、

前号以外の乳等の添加量は製品中の乳糖

含量が５％を越えない範囲とする。」とあ

りますが、乳成分を加える場合、製品固

形分の１／６ 以内でかつ乳糖含量５％

以内の意味ですか。それとも乳成分の場

合は製品固形分中の重量に関する規制は

なく乳糖含量５％以内であればいいので

すか。 

 

製品固形分の１／６ 以内でかつ乳糖

含量５％以内の意味です。 

12 定義 

12 
プロセスチーズでは、乳固形４０％以上

という規格があるが、乳成分を添加した

場合、添加した乳たんぱく質や乳脂肪は

プロセスチーズ規格における乳固形の一

部となりますか。 

規格では乳固形分（乳タンパク質＋乳

脂肪）が４０％以上と決められてお

り、この乳たんぱく質や乳脂肪には添

加した乳成分からのものも含まれま

す。 
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13 定義 

13 
チーズフードにおいてバター、バターオ

イル、クリーム、ミルクカゼイン、ホエ

イたんぱく質、ホエイパウダー、脱脂粉

乳、全脂粉乳の添加は認められますか。 

添加することが可能です。乳に由来し

ない成分には制限がありますが、乳に

由来する成分についてはチーズフー

ドの規格内であれば制限はありませ

ん。 

 
 

14 定義 

14 
チーズフードの無脂乳固形分には乳に由

来する炭水化物と灰分は含まれますか。 

 

 

含まれます。 

15 定義 

15 
チーズフードの「無脂乳固形分」には乳

に由来するカゼインや乳糖は含まれます

か。 

 

含まれます。 

16 定義 

16 
乳化の定義、基準はあるのですか。 昭和６２年３月２５日に当時の厚生

省乳肉衛生課が「チーズにおける乳化

とは、不定形をしていた脂肪球が球状

に変化し、分散・拡散し、カゼイン蛋

白が網目構造（ネットワーク）を形成

することをいう。製品が乳化している

かどうかの確認は、従って原則として

乳化剤（リン酸塩、クエン酸塩等の有

機酸塩）を使用したことをもって判断

することとする。」との見解を出して

います。 

 

 

17 定義 

17 
チーズフードは「製品中のチーズ分の重

量が５１％以上」とありますが、プロセ

スチーズのチーズ分は規定があります

か。 

 

 

規定はありませんが、プロセスチーズ

のチーズ分も「製品中のチーズ分の重

量が５１％以上」を推奨します。 
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通し 

No 

定義／ 

表示 

No 

 

質 問 

 

回 答 

18 定義 

18 
チーズ製造の際の凝乳酵素のレンネット

には「動物由来レンネット」「微生物レン

ネット」「遺伝子組み換えレンネット」な

どがありますが、「遺伝子組み換えレンネ

ット」は日本で使用できますか。 

 

レンネットとは全ての凝固剤の総称

で、キモシンと呼ばれる酵素が主要成

分です。そのキモシンの中で「遺伝子

組み換え」については厚生労働省食品

安全部が平成２２年１０月１日に「安

全性審査の手続きを経た遺伝子組み

換え食品及び添加物一覧」にリスト化

されており (商品名;マキシレン及び

カイマックス)使用できます。不明な

点はメーカー又は厚生労働省医薬・生

活衛生局へお問い合わせください。 

 

19 定義 

19 
「ナチュラルチーズにおけるリステリ

ア・モノサイトゲネス(略称、ＬＭ)に係

る成分規格の設定に伴う対応フロー」に

ついて説明してください。 

 
※拡大した表を 22 頁に掲載しておりま

す。 

①①チーズの製造及び輸入の際は、乳製

品製造業等に基づく衛生管理が必要

です。 

②②チーズの中で、ＭＦＦＢ（脂肪以外

のチーズ重量中の水分含量）が６７％

以上のもの及び５４％～６９％のも

のについては、ＬＭの自主検査が「必

要なもの」「必要ないもの」に分れま

す。 

③③自主検査とは、輸入届出時に検疫所

に提出するための、平成２６年１１月

２８日付け厚生労働省通知「ＬＭ検査

について」に基づく検査のことです。 

④④ＬＭ自主検査が必要なものは、加熱

せずにそのまま喫食する製品です。 

⑤⑤製品供給先との売買契約における

品質規格上、陰性のものについては、

従来通り要冷蔵（１０℃以下）で流通

させてください。 

 

 

 

-4- 
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通し 

No 

定義／ 

表示 

No 

 

質 問 

 

回 答 

⑥⑥製品供給先との売買契約における

品質規格上、ＬＭ規格基準の１００個

／ｇ以下のものについては、６℃以下

で流通させてください。なお、該当品

については「消費期限」での表示を推

奨します。 

⑦⑦ＬＭ自主検査が必要のないものは、

「容器包装後、加熱済の製品」及び「加

熱して喫食いただく製品」です。 

⑧⑧「容器包装に入れた後、加熱殺菌し

た製品」は、ＬＭ規格基準の適用除外

となることから、消費者にその旨を認

知いただくために「包装後加熱」等の

表示をしてください。その際の表示箇

所の規定はありませんので、見やすい

箇所に表示し、文字は８ポイント以上

です。 

 

⑨⑨「飲食に供する際に加熱する製品」

は、(要加熱)等の表示をしてくださ

い。その表示箇所は「種類別ナチュラ

ルチーズ」の次に（要加熱）等と表示

し、文字は「ナチュラルチーズ」と同

じ１４ポイント以上が基本ですが困

難な場合は８ポイント以上で表示し

てください。 
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－ 5 －



 

通し 

No 

定義／ 

表示 

No 

 

質 問 

 

回 答 

20 表示 
1 

食品表示基準Ｑ＆Ａに「製造者」「加工者」

の考え方が作られましたが、チーズの場

合はどのようになりますか。 
 

多彩な製造技術を用いて本質的に新

たな物を作り出していることから「製

造者」となります。例えば「乳化」や

「溶解適性」「結着防止」などの技術

であり、「シュレッドチーズ」「ダイ

スチーズ」「クラッシュチーズ」を含

みます（国内製造の位置づけ）。 

 

 

※チーズのタイプ別一覧表を補足

資料として 23 頁に提示。 

 

 

 

21 表示 
2 

どのようなチーズに原産国名の表示が必

要ですか。 

そのまま販売する輸入チーズ（輸入者

表示）以外では、「加工者」表示とな

る輸入チーズです。 

 

 

22 表示 
3 

販売者を表示すれば製造者＊表示は必要

ないですか。 

 

＊この場合は「加工者」も同様 

食品表示基準第３条に基づき、製造者

＊は義務表示ですので省略できませ

ん。販売者は任意表示です。 

 

＊この場合は「加工者」も同様 

23 表示 
4 

「製造者＊」「販売者」表示併記の場合、

「製造者＊」「販売者」の順に表示するの

ですか。また「製造者＊」「販売者」とも

に枠内に表示するのですか。 
 

＊この場合は「加工者」も同様 

当協議会が２００６年に乳等省令所

管の厚生労働省及びＪＡＳ法所管の

農林水産省と確認し、両行政見解に基

づき「販売者」を表示する場合は「製

造者＊」の次に記載することを推奨し

ますが、食品表示基準に基づき、表示

に責任を持つ者が枠内となります。 

 

＊この場合は「加工者」も同様 
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－ 6 －



 

通し 

No 

定義／ 

表示 

No 

 

質 問 

 

回 答 

24 表示 

5 
一括表示例について、「製造者と製造所が

同じ場合」「製造者と製造所が異なる場合」

「販売者を枠外表示の場合」の表示を教え

てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)表示作成の責任が製造した工場に

ある場合 

 

※原材料名の事項に表示する場合 

 

 

または 

 

※「原産地が３以上」の場合 
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種類別    ププロロセセススチチーーズズ 

原材料名   ナチュラルチーズ(ニュージーランド製造、 

国内製造)、アーモンド ／ 乳化剤、香料 

内容量     ６０ｇ(４個入) 

賞味期限    この面の中央下部に記載 

保存方法    要冷蔵（１０度Ｃ以下） 

製造者     〇〇乳業株式会社 

        東京都○○区〇番地 

種類別    ププロロセセススチチーーズズ 

原材料名   ナチュラルチーズ(アメリカ製造、国内製造、

その他)、アーモンド ／ 乳化剤、香料 

内容量     ６０ｇ(４個入) 

賞味期限    この面の中央下部に記載 

保存方法    要冷蔵（１０度Ｃ以下） 

製造者     〇〇乳業株式会社 東京工場 

        東京都○○区〇番地 

－ 7 －



 

通し 

No 

定義／ 

表示 

No 

 

質 問 

 

回 答 

   (2)表示作成の責任のある場所と製造し

た場所が異なる場合 

※加工食品に使われた「生鮮食品」の産地を

表示する場合 

 

(3)販売者が表示責任を負う場合 

・販売者と合意のもと下記の２例どちら

の表示も可。 

製造者       ○○乳業株式会社 

東京都○○区〇番地 

 

※「原料原産地名」の事項を表示する場合 

-8- 

種類別    ププロロセセススチチーーズズ 

原材料名   ナチュラルチーズ(生乳（オーストラリア産、

国産)、食塩）、アーモンド  

／ 乳化剤、香料 

内容量     ６０ｇ(４個入) 

賞味期限    この面の中央下部に記載 

保存方法    要冷蔵（１０度Ｃ以下） 

製造者     〇〇乳業株式会社 

        東京都○○区〇番地 

製造所     神奈川県横浜市○区〇番地 

種類別      ププロロセセススチチーーズズ 

原材料名     ナチュラルチーズ、アーモンド ／ 乳化剤 

香料 

原料原産地名   オーストラリア製造、国内製造 

(ナチュラルチーズ) 

内容量        ６０ｇ(４個入) 

賞味期限       この面の中央下部に記載 

保存方法       要冷蔵（１０度Ｃ以下） 

販売者        スーパー〇〇株式会社 

           東京都○○区〇1-2-3 

－ 8 －



 

通し 

No 

定義／ 

表示 

No 

 

質 問 

 

回 答 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

または 

製造所      ○○乳業株式会社 神奈川工場 

神奈川県横浜市○区〇番地 

※原料原産地名の事項を表示し且つ加工食

品に使われた「生鮮食品」の産地を表示し

且つ「原産地が３以上」の場合 

(4)販売者を枠外表示の場合 

販売者       スーパー〇〇株式会社 

            東京都○○区〇1-2-3 

 ※ナチュラルチーズの産地は平成○年の使用実績順 

※原料原産地名の事項を表示し且つ「３以上

の外国」が原産地のものを使用し且つ「重

量の割合の順序が変動する」場合 

-9- 

種類別       ププロロセセススチチーーズズ 

原材料名      ナチュラルチーズ、アーモンド ／ 乳化剤 

香料 

原料原産地名   アメリカ、北海道、その他(生乳) 

内容量        ６０ｇ(４個入) 

賞味期限       この面の中央下部に記載 

保存方法       要冷蔵（１０度Ｃ以下） 

販売者        スーパー〇〇株式会社 

           東京都○○区〇1-2-3 

種類別       ププロロセセススチチーーズズ 

原材料名      ナチュラルチーズ、アーモンド ／ 乳化剤 

香料 

原料原産地名  外国製造又は国内製造(ナチュラルチーズ) 

内容量       ６０ｇ(４個入) 

賞味期限      この面の中央下部に記載 

保存方法      要冷蔵（１０度Ｃ以下） 

製造者       ○○乳業株式会社 

東京都○○区〇番地 

－ 9 －



 

通し 

No 
 

定義／ 

表示 

No 

 

質 問 

回 答 

25 表示 

6 
製造者と製造所の違いはなんですか。 製造者とは、その食品の表示内容に責

任を負う者つまり表示責任者。 

製造所とは、その食品を製造した場所で

あって、食品に事故が発生した場合に、

保健所が立入検査をする工場の場所で

す。 

 原則として、一括表示事項の事項名に

「製造所」と明記して、同右欄に工場名と

所在地を記載します。なお、表示のスペ

ースが狭い等の理由で事前に消費者庁

長官に届けていれば表示責任を負う者

の後に製造所固有記号をつけることが

できます。 

26 表示 

7 
施行規則第１１条備考２に「種類別○○」ま

たは「名称○○」は１４ポイント以上の肉太

の活字となっていますが「種類別」や「名

称」の文字も１４ポイント以上ですか。 

「種類別」や「名称」の文字は８ポイント

以上となります。 

27 表示 

8 
チーズフードはなぜ「名称」と表示する

のですか。 

チーズフードは乳等省令上「乳または

乳製品を主要原料とする食品」に分類

されます。 

乳等省令では「名称または商品名」を

書くことが定められています。チーズ

業界としては「名称」と定めています。 

28 表示 

9 
ナチュラルチーズの原材料名に乳酸菌ス

ターターの表示は必要ですか。 

乳酸菌スターターは「食品」として取

り扱われており表示の必要はありま

せん。はっ酵乳乳酸菌飲料公取協の表

示Ｑ＆Ａ に記載のとおり「乳酸発酵

を利用した伝統的食品については乳

酸菌が使用されていることが明らか

な食品であるので通例、表示しない。」

とあり、当協議会でも同様に表示しな

い事としています。 
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－ 10 －



 

通し 

No 

定義／ 

表示 

No 

 

質 問 

 

回 答 

29 表示 
10 

「生乳」の他にナチュラルチーズの定義

では乳等(乳・乳製品・乳主原)が使用で

きますが、乳製品を使用して作ったナチ

ュラルチーズの原材料表示はどのように

なりますか。 

 

 

 

例えば（生乳、脱脂粉乳、食塩）のよ

うになります。 

30 表示 

11 
チーズ公正取引協議会では、シュレッド

チーズ、ダイスチーズ及びクラッシュチ

ーズの製品は、どのような物を想定して

いますか。 

 

 

 

 

シュレッドチーズは、短冊状及び繊維

状のもの。ダイスチーズは立方体状の

もの。クラッシュチーズはチーズを砕

いたものです。 

 

31 表示 

12 
原産国名の表示方法にルールはあります

か。例えば、アメリカの表示は「アメリ

カ合衆国」、「アメリカ」、などありますが、

どのような表示になりますか。また、「オ

セアニア産」、「欧州産」などの表示でも

良いですか。 

 

 

 

 

国名表示となります。例えば「アメリ

カ」と表示します。オセアニアや欧州

は地域名なので不可となります。 

 

32 表示 
13 
 

原産国名を漢字で表示しても良いです

か。例えば、アメリカを「米国」、オース

トラリアを「豪州」、イギリスを「英国」

の表示でも良いですか。 

 

 

 

 

消費者が国名の漢字表示を一般的に

認識している、アメリカを「米国」、

オーストラリアを「豪州」、イギリス

を「英国」の表示はできます。 
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通し 

No 

定義／ 

表示 

No 

 

質 問 

 

回 答 

33 表示 
14 

原産国名表示の一括表示例を教えてくだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原産国名の事項に国名を表示します。 

 

 

34 表示 
15 

加工者表示の一括表示例を教えてくださ

い。 

加工者の事項で表示するとともに、従

来通り原産国名の事項に原産国を表

示します。 

 

 

 

 

 

 

種類別       ナナチチュュララルルチチーーズズ 

原材料名      生乳、食塩 

内容量       １２５ｇ 

賞味期限      2021.1.1 (未開封の場合) 

保存方法      要冷蔵（１０度Ｃ以下） 

原産国名      フランス 

輸入者       〇〇乳業株式会社 

          東京都○○区〇番地 

種類別         ナナチチュュララルルチチーーズズ 

原材料名        ナチュラルチーズ 

内容量         １２５ｇ 

賞味期限        2021.1.1 (未開封の場合) 

保存方法        要冷蔵（１０度Ｃ以下） 

原産国名       スイス 

加工者         〇〇乳業株式会社 

            東京都○○区〇番地 
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－ 12 －



 

通し 

No 

定義／ 

表示 

No 

 

質 問 

 

回 答 

35 表示 
16 

原産国名の表示は、一括表示枠内ですか。

また、一括表示枠外でも良いですか。そ

の際、一括表示内に表示場所明示の必要

ありますか。 

原産国名は、定められた一括表示の様

式の枠内に記載することを基本とし

ます。なお、義務表示事項を定められ

た一括表示の様式による表示と同等

程度にわかりやすく一括して記載す

る場合は、定められた一括表示の様式

以外の表示もできます。 

例えば、他の義務表示事項と一括して

表示することが困難な場合は、一括表

示部分に記載箇所を具体的に記載し、

他の箇所に別途表示することが可能

です。 

 

 

 

36 表示 
17 

業務用の商品もパッケージに原産国名表

示が必要ですか。 

業務用加工食品(一般消費者に販売さ

れる形態となっていない加工食品)に

ついては、「送り状」、「納品書」又は

「規格書」での原産国名の表示が可能

です。なお、業務用スーパーなどで消

費者が直接購入されることが想定さ

れる商品は、市販用商品同様に容器ま

たは包装への表示が必要です。 
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通し 

No 

定義／ 

表示 

No 

 

質 問 

 

回 答 

37 表示 
18 

ナチュラルチーズが流通過程で水分蒸発

し、表示内容量より減少する商品の内容量

表示は「１個」または「１片」でも良いです

か。 

カマンベールチーズやウォッシュタイプ

などのチーズで、密封されていない包装

形態のナチュラルチーズにおいて、流通

過程で水分蒸発し、表示内容量より減

少する商品については、特定商品の販

売に係る計量に関する省令で定める商

品(特定商品という)について、計量法第

１２条に基づき特定商品を密封しないで

販売し、その質量・体積を法定計量単位

で表示することが困難な場合は「個」

「片」で表示することが出来るとなってい

ます。 

なお、その際は一括表示枠外に注意表

示として「このチーズは簡易包装ですの

で、保管中に水分が蒸発することがあり

ます。」と明記してください。 

 

 

38 表示 
19 

ナチュラルチーズから製造又は加工した

種類別ナチュラルチーズの原材料表示は

生乳、食塩とするのか、ナチュラルチー

ズとするのかどちらですか。 

 

原料原産地表示制度施行に伴い、お客

様にとって判りやすい「ナチュラルチ

ーズ」と表示することをお奨めしま

す。 

 

39 表示 
20 

固結防止に使用するセルロースは表示す

る必要がありますか。 

 

食品添加物ですので表示する必要が

あります。 

 

40 表示 
21 

チェダー、ゴーダ、パルメザン、クリー

ム、カマンベール、ブルーチーズ等特定

の名称を呼称する際の国内法規上の規定

はありますか。原産国の呼称であればそ

のまま使用できますか。 

国内法規での規定はありません。ただ

し、表示等で名称を使用する時は、コ

ーデックス等の基準に合致している

かを確かめることをお奨めします。製

造者責任を踏まえてメーカーの判断

に任せられます。 
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通し 

No 

定義／ 

表示 

No 

 

質 問 

 

回 答 

41 表示 
22 

規約第４条の「チェダー」「ゴーダ」「エ

メンタール」その他これらに類する名称

を表示する場合に「ブルー」「カマンベー

ル」が追加されたのはなぜですか。 

旧規約が作られた昭和４６年当時ま

だ普及していなかった「ブルー」と「カ

マンベール」が抜けていましたので追

加しました。 

42 表示 

23 
「香味の著しく強いチーズ」の定義は何

ですか。例えばエメンタールはゴーダや

チェダーと同様に扱われているが、エメ

ンタールは香味が強くないとは必ずしも

いえないのではないですか。 

香味の著しく強いチーズとは、６０%

未満の添加によりそのチーズの香味

が発現できるチーズをいいます。した

がって、少量のエメンタールチーズを

加えることでも、エメンタールチーズ

の香味を発現できるのであれば、これ

は香味の著しく強いチーズとみなさ

れます。 

43 表示 

24 
ブルーやカマンベール等の「香味の著し

く強いチーズ」の含有率表示を義務付け

たのはなぜですか。 

お客様に、より詳細な情報提供のため

積極的に開示することにしました。 

44 表示 
25 

「香味の著しく強いチーズ」としてたと

えば、カマンベールチーズを僅かに配合

（チーズ分の０.１％）したプロセスチー

ズやチーズフードの商品名に「カマンベ

ールチーズイン」（カマンベール０.１％）

と表示してもいいですか。 

公正競争規約では最低添加量の規定

はありません。「カマンベールチーズ

イン」等の含む旨を表示する場合、最

終製品にカマンベールの風味が付与

されていれば問題ありません。基本的

にはメーカーの判断に任せられます。 

但し、製品中のチーズ分に占める重量

の割合表示は必要です。 

45 表示 
26 

施行規則第１３条第２項に、ブルーチー

ズ、カマンベールチーズその他の香味の

著しく強いチーズが含まれている旨を商

品名に表示する場合は、「〇〇チーズ入

り」、「〇〇チーズイン」、「〇〇チーズブ

レンド」としなければならないとありま

すが、施行規則第１３条第１項（３）の

名称を表示する場合の規定を満たしてい

ても「〇〇チーズ入り」、「〇〇チーズイ

ン」、「〇〇チーズブレンド」の商品名に

しなければなりませんか。 

施行規則第１３条第１項（３）の名称

を表示する場合に規定されている、ナ

チュラルチーズ又はプロセスチーズ

の当該チーズ分重量が製品中チーズ

分重量の６０％以上、チーズフードは

当該チーズ分重量が製品重量の５

１％以上であれば、「〇〇チーズ入

り」、「〇〇チーズイン」、「〇〇チーズ

ブレンド」を商品名にする必要はあり

ません。 
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通し 

No 

定義／ 

表示 

No 

 

質 問 

 

回 答 

46 表示 
27 

当該チーズの割合の表示で「見やすい場

所」とはどこをさすのですか。 

当該チーズ名の同一面が望ましいで

すが、デザインやスペース、形状によ

る制約もあり、各メーカー判断に任せ

られます。 

 

 

47 表示 
28 

ナチュラルチーズにキシロースを添加し

た場合、種類別はどのようになりますか。 

キシロースは食品添加物であり、それ

を添加した場合、種類別はナチュラル

チーズとなります。 

 

 

48 表示 
29 

国名・原産地・チーズ名称・香味の著し

く強いチーズを含む場合のチーズ使用割

合の表示について、数値は「○○％以上」

というような表示にするのですか。 

 

 

数値については保証値を記載するこ

ととし、「以上」を書くかどうかはメ

ーカーに任せられます。 

49 表示 
30 

チーズフードの無脂乳固形分、乳脂肪分、

乳以外の脂肪分、乳たんぱく質以外の蛋

白質、乳糖以外の炭水化物を表示する時、

根拠は保証値ですか、設計値ですか。 

 

 

設計値です。 

50 表示 
31 

チーズフードに添加したナッツ、フルー

ツ等の原材料に含まれる乳に由来しない

脂肪、たんぱく質、炭水化物はチーズフ

ードとして表示すべき成分に含まれます

か。 

 

 

含まれます。 

51 表示 
32 

北海道産ナチュラルチーズを使用し、東

京でプロセスチーズを製造した場合、「東

京産チーズ」と表示できますか。 

 

表示できません。原料ナチュラルチー

ズの生産地の表示となります。 
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通し 

No 

定義／ 

表示 

No 

 

質 問 

 

回 答 

52 表示 
33 

ナチュラルチーズやプロセスチーズをオ

イル漬け、アルコール漬け、味噌漬け、

ブドウの搾りかす等でチーズの表面を浸

したものもナチュラルチーズやプロセス

チーズの表示ですか。 

 

 

ナチュラルチーズやプロセスチーズ

の表示です。 

53 表示 
34 

ナチュラルチーズの製造時に使用される

「レンネット」は表示しなくてもいいの

ですか。 

 

レンネットは分離したホエイととも

に除去され、残存しても微量となるた

め表示が省略できます(加工助剤)。 

54 表示 
35 

一括表示の種類別に「プロセスチーズお

よびナチュラルチーズ」と表記のルール

はありますか。 

複数の原料を溶融解して商品を製造

するのでは無く、粉末状またはシュレ

ッド状にしたものを混合して製品を

作る場合には「プロセスチーズおよび

ナチュラルチーズ」と表記する。その

際のプロセスチーズ・ナチュラルチー

ズの表記の順番は量の多い方から明

記します。なお、この見解は、厚労省

基準審査課の指導に基づく見解です。 

 

 

55 表示 
36 

チーズにおいて「フレッシュ」という文

言をパッケージ等に表示しても良いです

か? 

ナチュラルチーズの非熟成のクリー

ムチーズなどについては、フレッシュ

という表示はできます。プロセスチー

ズについては、複数の原料チーズを混

合・乳化することから種類別プロセス

チーズのクリームチーズなどはフレ

ッシュという表示はできません。 

 

 

56 表示 
37 

ナチュラルチーズに「生」と表示しても良い

ですか。 

 

乳酸菌が死滅していないナチュラルチー

ズについては「生」の表示ができます。 
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通し 

No 

定義／ 

表示 

No 

 

質 問 

 

回 答 

57 表示 
38 

チーズ公正競争規約及び施行規則の附則

2に「この規約の施行の日から令和 4年 3

月 31日までに製造され又は加工されるナ

チュラルチーズ、プロセスチーズ及びチー

ズフードについては、なお従前の例による

ことができる。」と表示の経過措置について

定められていますが、業務用商品も同じで

すか。 

従前の例によることができる業務用商

品は、食品表示基準(経過措置)第 4条

に基づき令和 4年 3月 31日までに販売

されるものまでです。 

58 表示

39 
「包装後加熱」等の表示の経過措置が１年

６ケ月となっていますが、施行日からです

か。 

平成 27年 1月 9日の施行日からです。

同日付の消費者庁通知で、可能な限り

速やかに表示することとなっています。 

59 表示

40 
ＬＭ規格基準において、加熱して召し上が

る製品について『要加熱』等の表示を「種類

別〇〇」の次に表示するのはなぜですか。 

消費者に対して要加熱である旨が、より

伝わる表示として「種類別〇〇」の次に

記載することになりました。 

60 表示

41 
『要加熱』等の表示を「種類別〇〇」の次に

表示するのは、いつまでに表示変更しなけ

ればなりませんか。 

平成 27年 4月 1日施行の食品表示基

準に規定されており、経過措置期間は５

年です（令和 2年 3月 31日製造まで）。 

61 表示

42 
『要加熱』等の表示を「種類別〇〇」の次に

表示する場所は、一括表示欄ですか。一

括表示の欄外でも良いですか。 

消費者が製品情報を確認できる一括表

示欄内が望ましいですが、他の見やす

い場所に表示することも可能です。 

62 表示

43 
「プラントベース食品」の商品に、『〇〇チー

ズ』と表示しても良いですか。 

 

 

 

 

 

乳等省令に「ナチュラルチーズ」「プロセ

スチーズ」の定義が明文規定されてお

り、加えて施行規則第１５条に「チーズフ

ードの商品名に『〇〇チーズ』と表示す

ることは規約第５条（不当表示の禁止）

に該当する」と規定しており、消費者の

誤認防止のため表示できません。 

63 その

他 

1 

イタリアのＤＯＰやフランスのＡＯＣなどの原

産地呼称制度等について守らなければな

りませんか。 

 

イタリアのＤＯＰやフランスのＡＯＣなど

の原産地呼称制度等を遵守しないこと

が日本の法令に抵触するということはあ

りません。しかし、日ＥＵ・ＥＰＡの交渉妥

結に鑑み、ＰＤＯ等の地理的表示保護

（ＧＩ）を尊重しなければなりません。 
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通し 

No 
定義／ 

表示 

No 

 

質 問 

 

回 答 

64 その

他 

2 

パルメザンとはどのような製品を言うので

すか。パルミジャーノ・レッジャーノと同じも

のですか。 

パルメザンは、広義での粉チーズです。

また、パルミジャーノ・レッジャーノはイタ

リアＤＯＰ制度の規定で作られたもので

パルメザンとは違うと日本国内では考え

ています。 

65 その

他 

3 

プロセスチーズに使われている「乳化剤」

は、人の健康を阻害するものではないので

すか。 

プロセスチーズは、原料のナチュラルチ 

ーズを加熱、溶融して作られます。 

その原料となるナチュラルチーズは、単

純に熱を加えて溶かしただけでは、それ

ぞれの成分が分離してしまい、うまく混

合できません。 

そこで、水と油を混ぜ合わせ安定させる 

機能を持つ乳化剤を加えることにより、 

成分を均一化したプロセスチーズが作ら 

れます。 

その「乳化剤」は、食品安全委員会によ

る評価を受け、人の健康を損なうおそれ

がないよう、成分規格や使用基準を定

めた上で、使用が認められた食品添加

物です。 

プロセスチーズを製造する際は、その基 

準の範囲内で使用されています。 

従って、安全性は確認されていますの 

で、安心してお召し上がりください。 

乳化剤として使われているリン酸塩など 

は、通常鉱物由来のもので、定められた 

基準の範囲で乳化剤として使用すること 

は、国際的にも認められております。 

リン酸塩の「一日許容摂取量(ADI／ 

Acceptable Daily Intake)」は、JECFA 
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通し 

No 

定義／ 

表示 

No 

 

質問 

 

回答 

   （FAO/WHO 合同食品添加物専門家会 

議）が、1982 年に開催された第 26 回会 

合において、70mg/ｋｇ体重/日としてい 

ます。 

なお、リン酸塩に含まれるリンは必須栄 

養素であり、ほとんどの食品中に含まれ 

ている成分であることから、一日許容摂 

取量(ADI)と表現することは適切ではなく 

「最大耐容一日摂取量(MTDI／ 

Maximum Tolerable Daily Intake) 

70mg/kg 体重/日(※)」としています。 

なお、最大耐容一日摂取量 70mg/kg 

体重/日は、一日許容摂取量(ADI)と 

同じ数値になっています。 

(※) 70mg/kg 体重/日とは、例えば男性

20 歳以上平均体重 66kg (総務省「国民

健康・栄養調査」)の方の最大耐容一日

摂取量は「70mg×66＝4,620mg」となり 

ます。 

このリンが、プロセスチーズに含まれる 

量は730mg/100gです（七訂日本食品標 

準成分表）。 

つまり、20 歳以上男性のリンの「最大耐 

容一日摂取量」4,620mg は、プロセスチ 

ーズを一日 600g（６P チーズで約５箱）食 

べる量となります。 

ちなみに、日本人のチーズ消費量は 

一人年間約２kg ですので、一日当たり 

約５g ほどです。 

現在の消費量の 120 倍のプロセスチー 

ズを食べて、リンの最大耐容一日摂取 

量となるレベルです。 
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通し 

No 

定義／ 

表示 

No 

 

質問 

 

回答 

66 その

他 

4 

検査規則を今回改定した理由はなぜです

か。また、改定の概要を教えてください。 

検査規則制定から約４０年経過してお

り、実態に即した改定を行いました。 

改定の概要は下記のとおりです。 

 

・ナチュラルチーズ ・・会員の市販品

( ソフト及びセミハードタイプ )を店頭か

ら買い取り、乳等省令成分規格リステリ

ア・モノサイトゲネス(1ｇ当たり)100 以下

に基づく検査。 
 

・プロセスチーズ ・・会員のその年の新

製品について、乳等省令成分規格(乳固

形分４０%以上、大腸菌群陰性)に基づく

検査。 
 

・チーズフード・・会員のその年の新製品

について、規約第２条第３項(チーズ分５

１%以上)に基づく検査。 
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原
料
を
粗
切
りの

後
に
不
定
形
に
砕
き
、

混
合
・充

填
し、
ガ
ス
置

換
等
を
行
い
密
封
した

も
の
。

個
包
装
タイ
プ

輸
入
も
しく
は
国
内
の
他

の
場
所
に
て
製
造
され

た
チ
ー
ズ
原
料
を
、国

内
で

個
包
装
した

も
の
。

粉
チ
ー
ズ

国
内
に
て
チ
ー
ズ
原
料
を

粉
砕
して

粉
パ
ウダ

ー
状
に
して

充
填
した

も
の
。

粉
チ
ー
ズ

海
外
に
て
粉
パ
ウダ

ー
状
に
製
造
され

た
も
の
を

国
内
に
て
個
包
装
に
充

填
した

も
の
。

※※
製製
造造
者者
（（
国国
内内
製製
造造
））
・・
加加
工工
者者
のの
区区
分分
のの
ポポ
イイ
ンン
トト

・
商
品
の
内
容
に
つ
い
て
『
本
質
的
な
変
更
を
も
た
ら
す
行
為
』
が
施
さ
れ
て
い
る
場
合
を
「
製
造
者
（
国
内
製
造
）
」
と
位
置
付
け
て
い
ま
す
。

・
個
別
案
件
の
タ
イ
プ
別
区
分
に
つ
い
て
は
、
各
事
業
者
の
判
断
と
し
ま
す
。

※※
海海
外外
にに
てて
製製
造造
ささ
れれ
、、
そそ
のの
まま
まま
のの
荷荷
姿姿
にに
てて
国国
内内
でで
流流
通通
ささ
せせ
るる
もも
のの
はは
「「輸輸
入入
者者
」」
のの
区区
分分
とと
なな
りり
まま
すす
。。
ここ
のの
場場
合合
はは
、、
「「
原
産
国
名
」」
表表
示示
とと
なな
りり
まま
すす
。。
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